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新型コロナウイルス感染症に関する「緊急事態宣言」発令に伴う 

千葉県看護協会事務局体制について（お知らせ） 

 

日頃より、当協会事業の運営に御支援御協力いただき、感謝申し上げます。 

さて、標記の件につきまして、当協会における通常業務は規模を縮小しながら

実施することといたしました。 

ついては、緊急事態宣言の対象となる 5月 6 日（木）までは、事務局が密閉・

密室・密集となる状況を回避しながら、職場勤務と在宅勤務に振り分け、調整し

た人数での勤務体制としております。 

電話・メールでのお問い合わせ対応等も行っておりますが、回答に時間を要す

る場合もあるかと思います。何卒御理解賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

  

 

【問合せ先】 

公益社団法人千葉県看護協会 

事務局長 荒川 
  
〒261-0002 千葉市美浜区新港 249-4 

Tel:043-245-1744 Fax:043-248-7246 

  Mail：soumu0@cna.or.jp 

 


